
 
掲示用 
    

気象警報等発令時の対応について 
 

 

  
１．学校所在地（多治見市）において始業時刻の２時間前（６：３０）までに解除された場合 

 
平常通りの授業を行う。 
 

  
 ２．６：３０の段階で学校所在地（多治見市）の警報が解除されない場合 

    
 全校一斉休校とする。 
全生徒に対して、オンライン授業による学習支援を行う。 

     

   

３．生徒の居住地 又は 通学経路に警報が発令されている場合 

 

当該生徒は自宅待機とする。 

当該生徒に対して、オンライン授業による学習支援を行う。 

 

 

＜全校一斉休校の場合＞ 

※ 接続不良等、トラブルに対しては、電話で相談に応じる。 

※ オンラインによる学習支援の会議室番号については、午前８時を目安に“すぐメール”で 

配信する。 

※ ８時３０分から接続確認を行い、９時から学年毎のＳＨＲを行う 

   
    

接続確認 ８：３０ ～  ９：００ 

学年ＳＨＲ ９：００ ～  ９：１０ 

１限 ９：２０ ～   

２限 １０：２０ ～   

３限 １１：２０ ～   

学年ＳＨＲ ３限終了後 ５分以内を目安に 

 


